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令和５年第３回美郷町議会臨時会 

議 事 日 程 （第１号） 

 

令和５年３月２８日（火曜日）午前１０時開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

      １）例月現金出納検査の報告（令和５年２月分） 

      ２）令和５年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会の概要報告 

      ３）令和５年第１回大仙美郷介護福祉組合議会定例会の概要報告 

第 ４ 町長の招集挨拶 

     議案上程・審議（説明～質疑～討論～表決） 

第 ５ 議案第３０号 令和４年度美郷町一般会計補正予算第１２号 

第 ６ 議案第３１号 令和５年度美郷町一般会計補正予算第１号 

     

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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          ◎開会及び開議の宣告 

○議長（森元淑雄君） おはようございます。 

  ９番、髙橋正和君から欠席の届出があります。 

  定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和５年第３回美郷町議会

臨時会を開会いたします。 

  ただちに会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

 

 
          ◎会議録署名議員の指名 

○議長（森元淑雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、６番、高橋邦武君、７番、深澤 均君を指

名いたします。 

 

 
          ◎会期の決定 

○議長（森元淑雄君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

 
          ◎諸般の報告 

○議長（森元淑雄君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  １として、町の監査委員より例月現金出納検査、令和５年２月分の結果報告がありました。 

  ２として、大曲仙北広域市町村圏組合議会出席議員より令和５年第１回大曲仙北広域市町村圏

組合議会定例会の概要報告がありました。 

  ３として、大仙美郷介護福祉組合議会出席議員より令和５年第１回大仙美郷介護福祉組合議会

定例会の概要報告がありました。 

  その写しを皆様のお手元に配布しております。それをもって報告に代えさせていただきます。 
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          ◎町長の招集挨拶 

○議長（森元淑雄君） 日程第４、町長の招集挨拶を行います。 

  本臨時会の招集に当たって、町長より招集の挨拶の申出がありましたので、これを許します。 

  町長 松田知己君、登壇願います。 

          （町長 松田知己君 登壇）  

○町長（松田知己君） おはようございます。令和５年第３回美郷町議会臨時会を招集いたしまし

たところ、議員各位にはご出席をいただきお礼申し上げます。 

開会にあたり、提出いたしました議案の概要等を申し上げ、招集のあいさつといたします。 

はじめに、３月23日午後１時過ぎ、六郷東根字下中村で発生した建物火災についてですが、薪

小屋等約70.5㎡を焼失し、約１時間半後に鎮火しました。この火災による怪我人等はおりません

でした。 

次に、提出いたしました議案の概要について説明いたします。 

議案第３０号「令和４年度美郷町一般会計補正予算第12号」についてですが、交付金の額の確

定及び企業版ふるさと納税に係る寄附等に伴う歳入歳出予算の補正について、お諮りするもので

す。 

議案第３１号「令和５年度美郷町一般会計補正予算第１号」についてですが、新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業費の増額及び旧美郷中学校セミナーハウス宿泊棟改修工事費の追加に伴う

歳入歳出予算の補正について、お諮りするものです。 

以上、提出議案の概要につきまして説明いたしました。 

なお、提出議案の詳細につきましては担当課長に説明させますので、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げ、招集のあいさつといたします。 

 

 

            ◎議案第３０号の上程、説明、質疑、討論、表決 

○議長（森元淑雄君） 日程第５、議案第30号 令和４年度美郷町一般会計補正予算第12号を上程

し、議題といたします。 

  提案理由並びに内容の説明を求めます。企画財政課長から順次説明願います。 

○企画財政課長（武田浩之君） 議案第30号についてご説明いたします。 

  今回の補正の内容ですが、歳入歳出予算の総額に1,041万7,000円を追加する件、繰越明許費の

追加１件でございます。 



 

－5－ 

  はじめに、５ページ、第２表繰越明許費補正をご説明します。 

  10款１項ふるさと教育・キャリア教育推進事業ですが、ふるさと学習教材「ふるさと美郷は宝

箱」の制作について、作業工程の変更等により年度内に印刷製本業務の完了が見込めないことか

ら繰り越すものです。 

  引き続き歳入から順にご説明しますので、10、11ページをお願いします。 

３款利子割交付金から次のページの11款交通安全対策特別交付金までにつきましては、各交付

金の額の確定による補正となります。このうち、７款１項１目地方消費税交付金ですが、今回額

の確定により減額補正としておりますが、最終的には令和３年度決算額と比較して409万4,000円

の増となっております。また、12、13ページ上段の８款２項１目１節旧自動車取得税交付金は、

日野自動車の試験データ改ざんによる国の追徴金が発生したため、交付されるものです。 

14款２項１目１節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金ですが、新型コロナウイ

ルス感染症対策として実施した国庫補助事業等の地方負担金負担額相当が追加交付されるもので

す。具体的には、認定こども園及び放課後児童クラブの新型コロナウイルス感染症対策支援事業

や小中学校の学校等における感染症対策等支援事業等の町負担分であり、いずれもアルコール消

毒液等の保健衛生用品の購入費用が主なものとなっております。 

○建設課長（高橋博和君） ４目１節の社会資本整備総合交付金は、積雪寒冷地域における道路の

除雪費について町が配分を受けたものであります。 

○教育推進課長（佐々木寿人君） ５目教育費国庫補助金ですが、小学校並びに中学校に整備いた

しました顕微鏡の照明器具等の理科教材備品に係る国庫補助金の確定を受け、予算を計上するも

のです。 

○企画財政課長（武田浩之君） 続きまして、16款１項２目利子及び配当金ですが、財政調整基金

の預金利子等の額の確定による補正となります。 

17款１項２目１節地方創生応援寄附金ですが、いわゆる企業版ふるさと納税寄附金の実績によ

る増額で、３件分となります。寄附金につきましては、少子化対策治療費助成事業、生薬の里美

郷構想推進事業及び美郷カレッジ開催事業にそれぞれ充当しております。 

歳入の説明は以上になります。 

続きまして、歳出についてご説明します。14、15ページをお願いします。 

３款２項３目児童福祉施設費及び４目子育て支援費ですが、歳入でご説明した新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金の補正に伴う財源補正となります。 

４款１項１目保健衛生総務費及び６款１項３目農業振興費ですが、歳入でご説明した地方創生
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応援寄附金の補正に伴う財源補正となります。 

８款２項２目道路維持費ですが、歳入でご説明した社会資本整備総合交附金の補正に伴う財源

補正となります。 

10款２項２目及び３項２目の教育振興費ですが、歳入でご説明した新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金及び理科教育設備整備費補助金の補正に伴う財源補正となります。 

16、17ページをお願いします。 

10款４項１目社会教育総務費ですが、地方創生応援寄附金の補正に伴う財源補正となります。 

13款１項１目基金費ですが、歳入でご説明した財政調整基金の預金利子等の確定による積立金

の補正となります。 

14款予備費ですが、歳入歳出予算の差額の調整分となります。 

議案第30号の説明は以上になります。 

○議長（森元淑雄君） 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

議案第30号について、これより採決いたします。 

お諮りします。議案第30号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第30号 令和４年度美郷町一般会計補

正予算第12号は原案のとおり決しました。 

 

  
          ◎議案第３１号の上程、説明、質疑、討論、表決 

○議長（森元淑雄君） 日程第６、議案第31号 令和５年度美郷町一般会計補正予算第１号を上程

し、議題といたします。 

  提案理由並びに内容の説明を求めます。企画財政課長から順次説明願います。 

○企画財政課長（武田浩之君） 議案第31号についてご説明いたします。 

  補正内容ですが、歳入歳出予算の総額に1億7,803万3,000円を追加するものです。 
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それでは、歳入から順にご説明しますので、26、27ページをお願いします。 

10款１項１目地方交付税ですが、今回の補正財源として充当するものです。 

○福祉保健課長（高橋 勉君） 続きまして、14款１項２目衛生費国庫負担金の１節新型コロナウ

イルスワクチン接種対策費負担金は、令和５年度のワクチン接種における医療従事者への報償等

に充当するものでございます。 

  続きまして、２項３目衛生費国庫補助金の２節新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

補助金は、ワクチン接種に係る接種券や予診票の作成、接種会場の設営等に要する経費や従事す

る職員の人件費に充当するものでございます。 

  歳入の説明は以上です。 

  続きまして、歳出をご説明いたします。議案28、29ページをお願いいたします。 

  ４款１項２目予防費は、新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の期間が令和６年３月31

日まで延長されたことなどにより、初回接種を終えた65歳以上の高齢者、５歳以上の基礎疾患を

有する方及び医療従事者等を対象とした５月以降の令和５年春開始接種や初回接種を終えた５歳

以上の全ての方を対象とする９月以降の秋開始接種、このほか初回接種や乳幼児接種に係る費用

をこれまでの実績を基に計上しております。 

  １節報酬、４節共済費、８節の費用弁償は会計年度任用職員２名に係るもので、３節職員手当

等は会計年度任用職員の期末手当、休日や夜間における集団接種従事等に係る時間外手当でござ

います。 

７節の報償金は医療従事者への接種に係る謝礼を、10節は消耗品のほか燃料費として集団接種

会場での非常用発電機用の軽油及び暖房用の灯油代を、印刷製本費には通知用封筒や予診票など

の印刷に係る経費を計上しております。 

11節の通信運搬費は接種券等の郵送料を、手数料は県外などでの接種に係る費用を秋田県国民

健康保険団体連合会を通じて支払う際の代行料を計上しております。 

12節の事務事業委託料は接種券の作成や接種会場の設置、運営、医療廃棄物処理などワクチン

接種業務に係る費用を計上しております。 

13節の物品借上料は、集団接種会場での車椅子や酸素ボンベの借上料を、17節のプリンターは

レーザープリンター１台分を計上しております。 

  ４款の説明は以上です。 

○生涯学習課長（大澤 修君） 10款４項４目社会教育施設費ですが、埋蔵文化財の土器類、町文

化財農具のほか、絵画などの収蔵施設とし、令和４年度において令和５年３月末を履行期限とし
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実施設計業務を発注しました旧美郷中学校セミナーハウス宿泊棟改修工事について、令和５年度

降雪前を目途に工事完了、物品の移転搬入を行いたく、本臨時会において工事費等を計上するも

のです。 

  11節手数料は、物品移動の際に不用品等を処分するための廃棄手数料等です。 

  12節設計監理委託料は改修工事に係る設計監理、工事監理委託料です。次の警備保障委託料は

工事完了後の警備保障業務、物品等移動業務委託料はシルバー人材センターへの業務委託、廃油

処分委託料は旧セミナーハウスの設備に残っている灯油の処分委託料です。 

  14節工事請負費は宿泊棟改修工事のほか、警備保障設備設置工事が含まれております。 

  議案第31号の説明は以上です。 

○議長（森元淑雄君） 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

議案第31号について、これより採決いたします。 

お諮りします。議案第31号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第31号 令和５年度美郷町一般会計補

正予算第１号は原案のとおり決しました。 

 

  
          ◎閉会の宣告 

○議長（森元淑雄君） 以上で、本臨時会に上程されました議案の審議は終了いたしました。 

  これをもちまして、令和５年第３回美郷町議会臨時会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午前１０時１５分） 
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